
年度 議員名 No. 質問 答弁 現在の取り組み状況、今後の予定など 備考 担当課

R1 市村　照代 1
今は市の周辺部から中心地への運行だけですが、どこ
かで少し待てば他地域へのバスや電車で乗り換えられる
ようになりませんか。

市長：　いずれも駅や市民病院に接続しており、乗り換え
により他地域へ行くことができます。公共交通対策室で
は、自分の時刻表を作ることができ、乗り継ぎの相談もし
ております。また、市ＨＰでは時刻表の確認もできます。
しかし、周知が十分でないため、今後も継続的な改善と
周知に努めていきます。

新城市地域公共交通計画に基づいた市内公共交通ネットワークの構築のため、地域自治
区ごとで住民主体の組織と一緒に検討を進めています。地域に入ってヒアリングを行いな
がら、より利用しやすい交通へと路線の再編を行って行きます。また、市内の公共交通の
拠点として新城駅周辺、本長篠駅周辺、もっくる新城周辺へとしっかり接続することで乗り
換えれば、他地域へ行けるようにしたいと考えています。

公共交通対策課

R1 市村　照代 2
軽トラ市や文化会館の行事がある時は運行がありませ
ん。将来的にでもいいので、運行をお願いします。

市長：　現在のバス路線は特に学校の通学や医療機関
への受診を中心に運行計画が立てられております。その
ことから、土日や休日に運休する路線が多くなっておりま
す。今後は、高齢者の足の確保、運転免許証返上に伴っ
てのニーズに対応できるか、あるいは観光目的など、他
の自治体の事例を参考に大きな転機を図るように考えて
いるところです。

新城市地域公共交通計画に基づき、土休日のS バスの運行を検討します。利用者のニー
ズや市の財政負担を調査し、行事の開催に合わせた実証運行から行いたいと考えていま
す。

公共交通対策課

R1 市村　照代 3
もし地域で助け合って移動手段を考えたとき、市として助
言や手続きや経費の支援はしていただけますか。

市長：　いろいろな法規制等々がありますので、そうした
声が住民の中から起こり、また必要な地域の皆さんの取
り組みがあったときは、積極的に支援をさせていただきた
い。これから本格的な超高齢化社会の中での足の確保
というのは、切実な課題となっています。地域の自治区
の皆さんともお諮りしながら新たな公共交通の姿を絶え
ず模索していきたいと思っています。

鳳来南部地区で住民主体でデマンド交通を運営している「山吉田ふれあい交通」は、市か
ら運行経費の補助を受けながら運行しています。他地域においても、その地域に合った移
動手段の検討から路線の見直しまで、法規制や費用面など様々な課題がありますので、
市、地域、運行事業者と協力して進めているところです。

公共交通対策課

R1 市村　照代 4

緑が丘や新城の駅の階段など、足の悪い人にとっては、
少しの坂、少しの階段も苦になる人が多いです。Ｓバス
は、家の近くや、平らな所で乗って目的地に行ける。それ
がすごく大事なことなので、その点の考慮をお願いしま
す。

市長：　地域の中の皆さんのニーズがどの程度あるか、
また地域の中でできること、市がやるべきことというの
を、きちっと突き合わせていくことが必要だと思います。
　作手地区では、デマンド運行を予約制で運行する形態
を始めており、鳳来の南部地区では、地域の中でデマン
ド運行ができるかどうか実施に向けて検討に入っていま
す。

現在、複数の地域自治区ごとで公共交通を検討する組織と協力しながら路線の見直しを
進めています。千郷地域を運行する西部線では、市や検討組織の委員が地区を回り、バ
ス停の設置要望箇所を聞いたうえで、路線の見直しを行いました。今後も地域のニーズに
沿った利用しやすい公共交通にするため、検討を進めていきます。

公共交通対策課

R1 荻野　孝子 5
今後、さらに厳しくなる介護保険の給付等を考慮して、保
険外の生活支援をどこがどの様にしてゆけば良いでしょ
うか。

市長：　介護保険外のサービスについては、多くを民間
の皆さんに担っていただいているのが現状です。市も
しっかりとした体制、バックアップができるようにしていき
たいと思います。現場で感じておられる必要性や具体的
なものについて意見をお寄せいただければと思います。

介護保険外のサービスについては、多くを民間の皆さんに担っていただいているのが現状
です。市もしっかりとした体制、バックアップができるよう努めていきたいと思います。

高齢者支援課

R1 荻野　孝子 6

例えば、在宅生活が不安になったときに、気軽に利用で
きる生活支援ハウスはどうでしょうか。入退去がしやす
く、介護認定に関わらず入居可能で、夜間宿直による見
守りや食事の提供が可能な施設の検討をお願いします。

市長：　市にはケアハウスが二つ、生活支援ハウスが一
つあります。出来た当時は、入る時の一時金としてお金
を預かる施設もありましたが、現在は一時金の必要はな
く、短期間での利用も可能で、介護認定もいらないという
仕組みになっています。
　最近では、高齢者向けの住宅が東三河圏域でも増えて
きていますので、市にもご相談いただきたいと思います。

市内には介護認定にかかわらず、気軽に利用できる生活支援ハウスが１つ、ケアハウス
が２つあります。宿直や食事の提供もありますので、生活にご不安のある方は市にご相談
ください。

高齢者支援課

R1 荻野　孝子 7
介護保険外の家事援助サービスをサポートするための
研修会の開催は可能でしょうか。

市長：　高齢者支援室では、生活・介護支援サポーター
養成事業の中で、研修会を実施しています。この研修会
を利用して家事援助サービスをサポートするための研修
を行うことができると思います。
　また、長年の中で介護の研修や、認知症ケアの研修を
受けられた方々のリストを整理しながら、新しい繋がり、
ネットワークができるならば、そうした中でマッチングをし
ていくことも一つの意向ではないかと思います。

生活・介護支援サポーター養成事業の中で研修会を実施しています。この研修会を利用し
て家事援助サービスをサポートするための研修を行っております。

高齢者支援課

R1 荻野　孝子 8
新たなサポーターの養成が必要ですし、今まで研修を受
けた人のネットワークを作り活動が開始できるような取り
組みをお願いしたいです。

市長：　介護に関わる人材の育成、人材の確保、そして
一般の方々にも介護や福祉の現場を知ってもらうための
機会を増やすことを東三河広域連合として計画をし、大
勢の皆さんに知っていただくとともに、自分もそこに参加
してみようという後押しができるような制度を作ってまいり
たいと思います。

―
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R1 入山　厚子 9
現在、第２次新城市男女共同参画プランを策定している
とお聞きしましたが、ＬＧＢＴに関する項目を入れることは
考えていますか。

市長：　次のプランでは、LGBTなども含めて取り上げて、
積極的に誰もが一人の人格として尊重され、互いに違い
を認めながら、性に関わることも排除せずにいける社会
をつくることを新たに織り込んでいければと考えていま
す。

第2次新城市男女共同参画プランにLGBTの関する項目を取り入れました。性的少数者へ
の理解促進のため、広報紙等による啓発活動を行ってきます。R３年度にはLGBTQ+出張
授業を行いました。

完了
R4.10.28

市民自治推進課

R1 入山　厚子 10
新城市における混合名簿の現状と今後の取り扱いにつ
いて教えてください。混合名簿になっていない場合、でき
ない理由があれば伺いたいです。

教育長：　小中学校１９校中１１校が混合名簿を実施して
おり、中学校では未実施であります。ＬＧＢＴの子どもが
より安心して学校生活を送れるよう男女混合名簿のさら
なる進展を図るとともに、全教職員で理解を深め適切な
支援、対応ができるよう努めていきます。

現在、小中学校１９校中１９校が混合名簿を実施しております。今後も、ＬＧＢＴの子どもが
安心して学校生活を送れるように、全教職員で理解を深め、適切な支援、対応ができるよ
うに努めていきます。

学校教育課

R1 入山　厚子 11

広報ほのかに相談名がたくさん掲載してありますが、ど
こに聞けばよいか迷うことが多々あるかと思います。電
話相談の総合案内を作って、例えばこんな困りごとはこ
ちらに電話してみてはどうかと教えてくれたりする対応が
できるようにならないでしょうか

市長：　市民の皆さんが電話相談などで迷われることの
ないよう広報誌の相談窓口について的確にわかりやすく
お伝えできるように相談対応者を具体的に表示して、誰
もがわかりやすい表示にしていくように切り替えていきた
いと思っています。

令和４年５月号の「広報ほのか」から、それまで半ページ程度でお知らせをしていた相談
コーナーを一覧表にまとめ１ページ全面を相談ページとして、掲載を行っています。相談
コーナーが１ページ全面になったことに伴い文字サイズもアップすることができました。ま
た、来庁者や電話でのお問い合わせにつきましては、電話交換手および総合案内に最新
の広報紙を配布し、正しい情報をアナウンスできるよう努めているとともに、内容によって
は職員が対応し、適切な相談担当者につなぐ体制をとっています。

完了
R5.6.28

秘書人事課

行政課

R1 入山　厚子 12

誰でも思いついたときに気軽に書いて出せる新城版目安
箱をもっくる新城などに定期的に置き、広報ほのかで答
えれば市外の人たちの目線での意見を聞けることと思い
ます。

市役所及び総合支所以外の場所に新たに目安箱等を設置する考えは、今のところござい
ませんが、現在設置のご意見箱およびメールによるご意見・お問い合わせにしっかりと耳
を傾けていきます。

完了
R5.6.28

秘書人事課

R1
カークランド

陽子
13

公共の場や宿泊施設などの無料Wi-Fiや英語での説明
や表記などの基本的な受け入れ体制の現状は？

市長：　公共施設では、市役所、図書館、まちなみ情報セ
ンター、もっくる新城の観光案内所の周辺で無料Wi-Fiが
利用できるようになっています。宿泊施設では、民間のそ
れぞれの事業者さんの努力で行われているかと思いま
す。ただ市内全域でまだまだWi-Fiスポットが少ないとい
うのも現状です。それぞれの時期、チャンスを見ながら拡
大していきたいと思います。
英語表記については、国際交流員が市が発行しているさ
まざまな観光マップなどの英語翻訳に携わって、インバ
ウンド観光に力を入れてまいりたいと考えているところで
す。

甲冑体験ができる設楽原歴史資料館については、資料館の情報をまとめて英訳したもの
を、市のホームページに掲載しました。また、国際交流員が英訳をする観光マップ等の資
料の翻訳等を行いました。

完了
R4.10.28

市民自治推進課

R1
カークランド

陽子
14

観光客誘致のために市の魅力ある街並みを残した方が
良いと思います。しかし、それが損なわれていると感じる
のですが、ご意見をお聞かせください。

市長：　景観を保存しようという心意義のある方々の声が
大きくなり、住民の合意ができるようなきっかけがあれ
ば、保存の気運も高まっていくと思います。ぜひとも志を
同じくする仲間がお見えになれば、そうした声を随時あげ
てください。

街並みの景観の保存に関し、これまで地域から具体的な提案はありません。
地域発意による提案があれば、市として支援していまいります。

都市計画課

R1
カークランド

陽子
15

アライアンス会議の際に作った観光ツアーなどは、申し
込みがあればすぐ稼働できるようになっているのでしょう
か？なっているとしたら、窓口はどこですか？それはネッ
トなどで検索すれば外国人がすぐ見つけられる状態に
なっていますか？

市長：　現在稼働している一つは設楽原歴史資料館で実
施した侍コースで、直接来館いただいて甲冑体験などを
することができます。現在は、外国の方が検索してアクセ
スできるような情報発信になっておりませんので、今回の
質問を契機にホームページなどで英語紹介ができるよう
にしてまいりたいと思います。
その他ツアーにつきましては、奥三河観光協議会で多言
語サイトを作成してモデルコースを掲載する予定で取り
組んでいる最中です。外国人向けのPR動画も作成しても
らっているところです。

設楽原歴史資料館をメインにしたツアーは申し込みがあれば対応できるようになっていま
す。設楽原歴史資料館の英語のサイトもあります。窓口は市民自治推進課と新城市国際
交流協会となっています。
　設楽原歴史資料館のサイトも、奥三河観光協議会（外国人向け）のサイトもネットで検索
すればすぐ見つけれるようになっています。

完了
R4.10.28

市民自治推進課

R1 松井　暖実 16
若者議会始めまちづくりに参加したいと思っている学生
が周りにいます。そういった学生が気軽に情報を得る方
法としてインスタグラムで情報発信をしてくれませんか。

市長：　facebookとインスタグラムがリンク出来るような形
で工夫をしていきたいと思います。インスタグラムの利便
性を考慮しながら、幅広いニーズに対応できるように、こ
れからも広めていきたいと思います。

現在、新城市公式ＳＮＳとして、Line、Twitterおよびフェイスブックの運用しているほか令和
5年から企画調整課でインスタグラムの情報発信をしています。

完了
R5.6.28

秘書人事課
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R1 松井　暖実 17
自分たちも新城の情報発信に貢献したいので、学生たち
に＃shinshiroをつけて新城を広めてもらえるようにお願
いできませんか。

市長：　若者議会でも情報発信委員会が、新城市の情報
発信について仕組み作りを考えて実行しています。＃
shinshiroについても若者議会にもこの情報、内容を返し
て、何か協働できることがあるかどうか、市としても積極
的に＃shinshiroが広がるように対応をしていきたいと
思っています。

【秘書人事課】現在、公式ツイッターでは「#新城市」を加えて投稿をしています。
【市民自治推進課】若者議会の令和3年度の提案事業として、「♯しんしろイイトコ」を広め
ています。事業内容は「♯しんしろイイトコ」周知ポスターを作成、市の観光地に掲示して、
観光地を訪れた人が「♯しんしろイイトコ」をつけてSNSに投稿するように促しています。

完了
R4.10.28

秘書人事課
市民自治推進課

R1 中村　桃菜 18
障がい者がもっと働きやすい環境になるように、障がい
者を雇う企業側が、障がい者への対応の仕方などを必
ず学ぶようにできませんか。

市長：　市役所においても障がい者の雇用を進めながら
適正や個性を十分配慮して、配属先や担当業務を決め
るように努めているところです。就職先の企業に対して
は、レインボーハウスさんだとか東三河の北部の障がい
者の生活支援センターなどが支援を行って働きやすい環
境づくりを進めています。

障害のある方の就職に関しては、ハローワークや東三河北部障害者就業・生活支援セン
ターウィルなどが連携し幅広い支援を行っています。今後も事業主に対して雇用前から雇
用後まで安定した就労を目指したサポートを行っていく予定です。

完了
R4.10.28

福祉課

R1 中村　桃菜 19

小さな頃から、障がい者などを特別視することがないよ
う、いろいろな人がいることを理解し、受け止められる心
を養う教育をしてほしいですが、実際、小中学校では、ど
のように教えていますか。私は、他とは違う人だと思い込
まされてきました。

教育長：　同じ空間で過ごすことが大切であると考えてお
り、特別支援学級と通常学級の壁を取り除き、分け隔て
なく学ぶ時間を設けています。また、特別支援学校との
交流や、福祉教室の開催等をして互いの理解を深めるよ
うにしています。

特別支援学級在籍の児童生徒が通常学級の児童生徒と共に分け隔てなく学ぶ交流や共
同学習の時間を設けています。また、道徳、学級活動、総合的な学習などの授業や福祉
教室の開催、特別支援学校との交流等をして障がいへの理解啓発を図っています。

学校教育課

R1 峯田　美典 20

新城市自治基本条例の中には「魅力あるまちづくりには
市民が主役となって活躍できる場をつくること」が大切で
あると述べられていますが、私達の活動はその場を作る
ことができたのではないかと思っています。私達の活動
に対する市長の率直な感想とアドバイスなどあれば、お
聞かせください。

市長：　６年間毎年続けられていること、人の輪を広げて
協力して実現している行動力と熱意が素晴らしいと思い
ます。より一層これからの地域の将来を見据えて活躍
し、輪を広げていただくことを期待します。

完了
R4.10.28

市民自治推進課

R1 宮原トシコ 21
日本料理教室とブラジル料理室などを開催し、料理を通
してお互いの文化を学び合いながら、日本人と外国人が
仲良くなれるような機会をつくりませんか。

市長：　市の国際交流協会では、毎年料理教室を開催し
ています。来年はブラジル教室を開く計画をしているの
で、ぜひ協力、指導をしてブラジル料理を伝えていただけ
ればと思います。また、日本語の教室も開催しています。
１月には、日本の文化を知ることできるイベントも計画し
ています。日本の正月にする遊びやご飯もたべれますの
で、仲間を誘って参加していただきたいです。

色々な国の文化を知ってもらおうと料理教室の企画をしましたが、コロナの影響で中止に
なったり、参加人数が集まらず、開催できないこともありました。
今年度は、7月に多国籍運動会を開催し、67人に参加していただきました。今後もコロナ禍
でも日本人と外国人が仲良く慣れるようなイベントを企画し、実施していきたいと考えてい
ます。

完了
R4.10.28

市民自治推進課

R1 宮原トシコ 22
外国人が普段から防災意識を持てるように、外国人も参
加しやすい防災訓練を実施する予定はありませんか。

市長：　ブラジル人コミュニティの場に防災お出かけ講座
を行い、防災訓練が独自にできるような取組みもできた
らと思っております。防災訓練時の言葉の問題も乗り越
えられるように、翻訳器、絵の図形、日本語もできるだけ
優しくしてわかりやすく伝えられるようにしてまいります。

国際交流協会では、令和３年度、襷、はぐるまの会、防災対策課と連携し、外国人市民を
対象とした防災体験会を実施しました。防災に関する情報や避難所で使用する物品等の
紹介を体験を交えながら行い、27人に参加していただきました。
今後も外国人、日本人が共に防災意識を向上していけるようなイベントを企画・実施してい
きたいと考えています。

完了
R4.10.28

市民自治推進課

防災対策課

R1 宮原トシコ 23
外国人にもわかりやすく災害情報を伝えてくれません
か。

市長：　市では、ホームページ、防災行政無線、メール配
信で災害情報を伝えています。ホームページには、災害
のときに災害情報を伝えるためのページがあり、さまざま
な言葉に翻訳することができるようになっています。若干
正確でないものがありますので、間違った情報が伝わら
ないよう努力していきたいと思います。

災害情報は市のホームページでも発信されており、ホームページは英語、中国語、韓国
語、ポルトガル語に自動翻訳をすることができます。この翻訳機能について、外国人転入
時に配布しているチラシ、ポルトガル語Ｆａｃｅｂｏｏｋで周知しているほか、今年度市内在住
外国人を対象として実施した外国人アンケートでも周知チラシを同封しました。チラシで
は、多言語で利用できる防災アプリのことも周知しており、利用者の増加に向けて今後も
周知に努めてまいります。

完了
R4.10.28

市民自治推進課

防災対策課
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